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私
は
、
薬
事
審
議
会
で
の
審
議
内
容
は
一
般
に
公
開
す
る
べ
き
で
あ
る
と
の
視
点
に
立
ち
、
次
の
事
項
に
つ
い 

 

て
質
問
す
る
。 

ま
た
、
昭
和
五
十
年
に
国
立
が
ん
セ
ン
タ
ー
の
汚
職
問
題
が
明
ら
か
に
な
つ
た
の
を
見
る
に
つ
け
て
も
、
制
が 

 

ん
剤
の
認
可
過
程
に
つ
い
て
は
国
民
に
不
信
感
を
抱
か
せ
る
も
の
が
あ
る
。 

最
近
、
園
田
厚
生
大
臣
の
新
聞
に
お
け
る
発
言
報
道
や
ラ
ジ
オ
で
の
議
論
が
活
発
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
を
見
る 

 

と
、
薬
事
審
議
会
で
の
審
議
内
容
が
、
私
た
ち
国
民
に
対
し
て
不
鮮
明
で
あ
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。 

一 

本
年
十
二
月
九
日
、
文
化
放
送
の
番
組
に
お
い
て
、
厚
生
省
薬
務
局
生
物
製
剤
課
の
戸
田
陽
課
長
は
、
丸
山 

丸
山
ワ
ク
チ
ン
は
昭
和
五
十
一
年
十
一
月
に
制
が
ん
剤
と
し
て
の
製
造
承
認
の
申
請
が
な
さ
れ
、
以
来
中
央
薬 

事
審
議
会
で
五
回
の
審
議
を
重
ね
た
が
、
今
な
お
承
認
さ
れ
て
い
な
い
。 

丸
山
ワ
ク
チ
ン
の
製
造
承
認
申
請
に
係
る
審
査
の
現
況
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

 

三 

 



 

二 

草
川
昭
三
衆
議
院
議
員
の
質
問
主
意
書
に
対
す
る
答
弁
（
内
閣
衆
質
九
〇
第
二
号
）
に
よ
れ
ば
、
中
央
薬
事
審

議
会
に
お
い
て
丸
山
ワ
ク
チ
ン
に
関
し
て
、
昭
和
五
十
二
年
四
月
十
五
日
、
同
年
六
月
十
七
日
、
同
年
七
月
八 

 

日
の
三
回
に
わ
た
つ
て
審
議
さ
れ
、
資
料
不
十
分
の
た
め
追
加
資
料
の
提
出
を
ま
つ
て
、
さ
ら
に
昭
和
五
十
三 

 

年
八
月
四
日
、
同
年
九
月
二
十
一
日
の
二
回
に
わ
た
つ
て
審
議
さ
れ
た
が
、
い
ま
だ
資
料
不
十
分
の
た
め
審
議 

 

が
停
止
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
る
。
こ
の
五
十
三
年
の
審
議
の
詳
細
な
内
容
並
び
に
申
請
者
で
あ
る
ゼ
リ
ア
新
薬
工 

ワ
ク
チ
ン
の
有
効
率
に
つ
い
て
「
厚
生
省
は
有
効
率
に
つ
い
て
二
％
と
も
三
％
と
も
四
％
と
も
言
つ
て
い
な
い
。

極
め
て
低
い
と
言
つ
た
だ
け
で
あ
る
。
」
と
い
う
主
旨
の
発
言
を
し
た
。
ま
た
、
本
年
十
二
月
六
日
付
、
朝
日
新 

 

聞
朝
刊
は
、
昭
和
五
十
三
年
ま
で
に
中
央
薬
事
審
議
会
が
判
定
し
た
評
価
と
し
て
、
丸
山
ワ
ク
チ
ン
の
単
独
投 

 

与
の
有
効
率
は
三
％
以
下
で
あ
る
と
報
じ
た
。
厚
生
省
の
言
う
「
有
効
率
は
極
め
て
低
い
」
あ
る
い
は
中
央
薬
事

審
議
会
の
評
価
と
し
て
伝
え
ら
れ
る
「
三
％
以
下
」
と
い
う
数
字
は
、
い
つ
、
ど
こ
で
、
だ
れ
が
、
ど
の
よ
う
な

基
準
に
基
づ
い
て
な
し
た
も
の
か
、
示
さ
れ
た
い
。 

四 

 



 

 

五 

業
へ
の
追
加
資
料
の
提
出
を
求
め
る
文
書
の
内
容
を
示
さ
れ
た
い
。 

三 

現
在
、
二
種
類
の
免
疫
療
法
剤
が
認
可
さ
れ
て
い
る
。
ピ
シ
バ
ニ
ー
ル
が
昭
和
五
十
年
一
月
二
十
日
、
ク
レ 

 

ス
チ
ン
が
昭
和
五
十
一
年
八
月
二
十
日
に
認
可
さ
れ
て
い
る
。
本
年
十
二
月
六
日
付
朝
日
新
聞
朝
刊
に
よ
れ 

 

ば
、
丸
山
ワ
ク
チ
ン
と
他
の
免
疫
療
法
剤
二
種
の
有
効
率
の
比
較
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
は
、
い
か
な 

 

る
基
準
に
基
づ
い
た
も
の
か
。
ま
た
、
丸
山
ワ
ク
チ
ン
に
関
し
て
用
い
ら
れ
た
基
準
が
、
他
の
免
疫
療
法
剤
二 

 

種
に
関
し
て
用
い
ら
れ
た
基
準
と
同
じ
も
の
か
ど
う
か
示
さ
れ
た
い
。 

右
質
問
す
る
。 


